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平成25年度の基本方針 

 

１．事業計画の方針 

○近時ますます必要性が増している省エネルギーを推進するため、平成 25 年度当セン

ターは以下の5つの柱に基づき、本部・支部が一体になって効果的かつ効率的に事業

を実施します。 

Ⅰ．産業における省エネルギー推進支援 

Ⅱ．家庭、地域等における省エネルギー推進支援 

Ⅲ．省エネルギー関連人材の育成支援 

Ⅳ．国際協力・活動の推進 

Ⅴ．国家試験・研修・講習の実施 

 

○上記事業を進めるに当たっては、特に東日本大震災後の我が国エネルギー需給構造や

内外におけるエネルギー環境問題への対応が重要になっていることから、 

・大震災後進展した我が国の省エネ・節電対応の定着へのサポート 

・スマート・テクノロジー等省エネ関連技術の進歩を踏まえた新たなエネルギー管理

手法の開発・普及 

・省エネの推進基盤を多面的に強化するための省エネ人材育成 

・世界最高水準にある我が国省エネ等技術を普及するための国際協力・ビジネス展開 

などに力点を置くこととしています。 

 

２．収支予算等策定の方針 

○ 平成２５年度の予算規模は、センター独自の事業、国・関係機関からの受託事業等の規

模を想定し、全体としては平成２４年度に比べ若干減の２７億円を見込んでいます。 

○ センター独自の事業については、新たな事業の開発、既存事業の拡充を通じ、規模の拡

大・内容の充実に可能な限り努めることとします。 

○ 国等の受託事業についても、提案・企画能力、コスト競争力を強化しつつ、積極的に競争

入札の応札等を行い、事業拡大に努めます。 

○ 一般財団法人としての運営にあたっては、認可時に内閣府に提出した公益目的支出計画

を着実に実施してまいります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

収支予算書の会計区分表記の説明について 

 

 

<実施事業等会計> 

公益法人から移行認可を受けた一般財団法人が、公益目的支出計画に沿って公益

目的財産額を費消するために実施する事業の会計区分。 

 

 

<その他会計> 

移行認可を受けた一般財団法人が、実施事業以外の事業の費用と収益を、整理す

るために設けられた会計区分。 

 

 

<法人会計> 

直接には事業の収益に関わらない、評議員会、理事会の開催運営費、常勤の理事、

監事、評議員の報酬等、管理部門で発生する費用と収益を整理するために設けられ

た会計区分。 

 

                                   以上 

 


